
最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める要望意見書

政府が進めている経済施策によって、一部企業の内部留保はふえましたが、労働

者の実質賃金は下落し、消費支出も減少し続けています。雇用の流動化が推し進め

られ、非正規労働者が全労働者の４割に達し、年収２００万円以下というワーキン

グプアに陥っています。

２０１６年の改定による地域別最低賃金は最も高い東京で９３２円、北海道では

７８６円、最も低い所では、７１４円です。フルタイムで働いても、月１１万円か

ら１４万円の手取りにしかなりません。時間額での地域間格差も２１８円と広がっ

たことにより、労働力の地方からの流出を招き、地方の高齢化と地域経済を疲弊さ

せる要因となっています。

安倍首相は、最低賃金を毎年３％程度引き上げて、加重平均で１，０００円を目

指す、ＧＤＰにふさわしい最低賃金にするとしていることから、早期に全国最低８

００円を確保し、２０２０年までに全国平均１，０００円を目指すとした、雇用戦

略対話での政労使三者合意に基づき、最低賃金の引き上げを行うべきです。

あわせて、中小企業への支援の充実と、安定した経営を可能とする効果のある対

策を拡充すると同時に最低賃金を改善することは、景気刺激策として有効です。

最低賃金の地域間格差をなくして大幅に引き上げ、中小企業支援策の拡充を実現

することが必要です。

よって、国におかれましては、下記事項について実現されるよう要望いたします。

記

１ ワーキングプアをなくすため、早期に最低賃金の１，０００円以上引き上げを

目指すこと。

２ 最低賃金の地域間格差縮小を目指すこと。

３ 中小企業への支援策を拡充し、安定した経営を可能とする対策を行うこと。

４ 雇用の創出と安定に資する政策を実施すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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